
京都市告示第   号  

地方自治法第２３１条の２の３第１項の規定に基づき、以下のとおり指定納付受託者を

指定しました。 

令和６年１０月１８日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 名称 

  ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社 

２ 所在地 

  東京都品川区西五反田７－７－７ ＳＧスクエア７階 

３ 指定日 

  令和６年１０月１日 

４ 指定期間 

  令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで 

５ 指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入 

  行政キオスク端末におけるキャッシュレス決済利用に係る住民票関係証明書、戸籍関

係証明書、印鑑登録関係証明書、税関係証明書の交付手数料、謄写料 

 

（文化市民局地域自治推進室） 
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